
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  交際費と寄附金の違い                   

Ｑ：交際費と寄附金はどのように違うので

すか？                                          

                                              

Ａ：次のように違います。 

【解説】 

法人税では、交際費とは、交際費、接待費、

機密費その他の費用で、法人がその得意先、

仕入先その他事業に関係のある者等に対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類す

る行為のために支出するものをいいますが、

この場合の得意先、仕入先その他事業に関係

のある者等の「等」には、事業に関係ない者

も含まれています。したがって、事業に関係

のある者、ない者にかかわらず、会社が接待

をしたという事実があれば、その費用は交際

費に該当することになります。 

一方、寄附金とは、金銭その他の資産又は

経済的利益の贈与又は無償の供与をいうとさ

れていますが、その支出の相手先は事業に関

係のない者に限定していません。したがって、

事業に関係ある者に対して経済的利益の供与

をした場合でも、寄附金に該当する場合があ

ります。つまり、事業に関係ない者でも接待

をすれば交際費になりますし、逆に事業に関

係のある者でも経済的利益の供与をすれば寄

附金になるということであり、その実態によ

り交際費、または寄附金の判定がされるとい

うことです。ただ、金銭でする贈与について

は、その相手が事業に関係ある者である場合

は、交際費に該当し、事業に関係のない者で

ある場合は寄附金として取り扱われることと

されています。 
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